
議案第32号

南風原町立小中学校電子黒板購入事業の売買契約について

南風原町立小中学校電子黒板購入事業の売買契約について、下記のとおり売買契

約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和47年南風原村条例第６号）第３条の規定により議会の議決を求める。

記

１．契約の目的 令和８年度南風原町立小中学校電子黒板購入事業

２．契約の方法 指名競争入札による契約

３．契 約 金 額 50,600,000円

４．契約の相手方

住 所 沖縄県那覇市字安謝638番地

商 号 株式会社 興洋電子

氏 名 代表取締役 古舘 和広

令和８年６月９日提出

南風原町長 金 城 宏 孝


